
中小企業

大企業

４万円 ５万円 ６.５万円 ７万円

２.６万円 ３.３万円 ４.３万円 ４.６万円

・賃金引き上げ前３ヶ月と引き上げ後６ヶ月以上の期間、継続して事業主に雇用されている

　有期雇用労働者等が助成対象（雇用保険の被保険者として）

・賃金規定等を３％以上増額改定（もしくは賃金規定を新規に作成）すること

・改訂後の規定を６ヶ月以上運用（支給申請日まで継続して運用）すること

・賃金規定等を改訂後６ヶ月分の賃金支給した日の翌日から２ヶ月以内に申請が必要

有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合 ２０万円（１５万円）

①　キャリアアップ助成金（賃金規定等改定コース）

有期雇用労働者等（パート、アルバイト、契約社員など）の基本給の賃金規定等を３％以

上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成される制度です。１事業所あたりの支給

申請上限人数は１００人（１年度あたり）です。１人あたりの助成額は賃金引き上げ率に

応じて４パターンとなっており、加算措置についても以下の通りです。

６％以上賃金引き上げ率 ３％以上４％未満 ４％以上５％未満 ５％以上６％未満

設置内容 加算額

職務評価の手法により賃金規定等を増額規定した場合 ２０万円（１５万円）

※１事業所当たりの加算額　（ ）は大企業

助成の対象になる労働者・事業主についての主な要件やポイント

ハローワーク米沢から

事業主のみなさまへ

雇用関係助成金のお知らせ

ご案内 最低賃金引き上げに向けて助成金の活用を検討してみませんか

　令和７年１２月２３日から山形県の最低賃金が９５５円から１，０３２円に引き上げと

なります。引き上げ率は８．０６％で昨年以上の引き上げです。人件費の増大や、扶養内

で働いている方の就業調整による労働力不足、採用コストがかかり新たな人材確保が難し

くなる、など、事業所の皆様への影響も大きくなります。生産性の向上、従業員のスキル

アップ、設備投資、雇用管理など、賃金引き上げに向けて対策を講じていく必要がありま

す。１０月号では、厚生労働省の賃金引き上げの支援策の中から「キャリアアップ助成金

（賃金規定等改定コース）」と「業務改善助成金」についてご紹介いたします。

～10月号は２つの助成金についてご紹介します～

令和７年１０月号

裏面へ続く毎月２０日発行
ハローワーク米沢

キャリアアップ助成金は計画書を提出してから取り組み（賃上げ等）を開

始しないと助成されないので、まずは計画書の提出をお願いします。

賃金規定等改定コースの場合は最低賃金引き上げの効力が発する前日まで

に賃金規定等の改定と規定の適用が必要です。



◎実際に助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に上記どちら

かの助成率をかけた金額と、助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

②　令和７年度　業務改善助成金

賃上げのコースと助成上限額について

コース区分
３０円コース

（引き上げ30円以上）

４５円コース

（引き上げ45円以上）

６０円コース

（引き上げ60円以上）

９０円コース

（引き上げ90円以上）

業務改善助成金は事業場内で最も低い賃金を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を

行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。令和７年９月

５日から対象事業所の範囲が拡充となり、また一部手続き省略可能となりましたので、制

度の変更点と活用のポイントについてご案内させていただきます。

拡充

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差

額が５０円以内の事業所が対象

事業場内最低賃金が

９５５円～１，００５円の事業所

事業場内最低賃金が改訂後の地域別最低

賃金額未満までの事業所が対象

事業場内最低賃金が

９５５円～１，０３１円の事業所

一部手続き省略について（山形県の場合）

助成上限額 30～130万円 45～180万円 60～300万円 90～600万円

令和７年９月５日から令和７年１２月２２日（最低賃金改定日の前日）までに賃金引き上

げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました

業務改善助成金を活用する際のポイント

・中小企業および小規模事業主であること（みなし大企業は対象外）

・予算の範囲内で交付するため、申請期間前に募集が終了する場合がある

・交付申請→交付決定→事業実施→事業実績報告→交付額確定→助成金受領の流れ

　※特に交付決定前に助成対象設備の導入を行うと助成の対象とならない

・助成上限額は賃金の引き上げ額と、引き上げる労働者の人数によって決定

※　業務改善助成金は山形労働局の雇用環境・均等室（023-624-8228）が窓口になっております

※　活用を検討する場合は、事前に相談してみてはいかがでしょうか

助成率
1,000円未満（賃上げ前事業場内最低賃金）

1,000円以上（賃上げ前事業場内最低賃金）

４／５

３／４

対象事業所の範囲の拡充について（山形県の場合）

従来

令和7年10月20日 ハローワーク米沢発行

米沢所公式HPから登録できます バックナンバーも掲載中

担当：専門援助部門 TEL 0238-22-8155

〒992-0012 米沢市金池3-1-39

メール配信登録も好評受付中

ハローワーク米沢で取扱う雇用関係助成金は

２階の専門援助部門の窓口でご対応します

お気軽にお問い合わせください

ハローワーク米沢


